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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　以下の工程を含むことを特徴とする半導体装置の製造方法：
　（ａ）複数のチップ領域と、前記複数のチップ領域のうちの互いに隣り合うチップ領域
間に設けられた切断領域とを備えた半導体ウエハを準備する工程；
　（ｂ）前記（ａ）工程の後、前記半導体ウエハにテープを貼り付ける工程；
　（ｃ）前記（ｂ）工程の後、前記半導体ウエハの前記切断領域に形成された金属パター
ンを認識する工程；
　（ｄ）前記（ｃ）工程の後、前記半導体ウエハの内部に集光点を合わせ、前記切断領域
にレーザを照射し、前記切断領域における前記半導体ウエハの前記内部に改質層を形成す
る工程；
　（ｅ）前記（ｄ）工程の後、前記テープを引き伸ばすことにより、前記改質層を起点と
して前記半導体ウエハを分割する工程；
　ここで、
　前記（ｄ）工程では、平面視において前記金属パターンと重ならないように、前記切断
領域に沿ってレーザを照射し、平面視において前記金属パターンと重ならない位置に前記
改質層を形成する。
【請求項２】
　請求項１記載の半導体装置の製造方法において、
　前記半導体ウエハは、主面と、前記主面とは反対側の裏面とを有し、
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　前記（ｂ）工程の後、かつ、前記（ｃ）工程の前に、前記テープに前記半導体ウエハの
前記主面を貼り付けた状態で、前記半導体ウエハの前記裏面を研削する工程を有すること
を特徴とする半導体装置の製造方法。
【請求項３】
　請求項２記載の半導体装置の製造方法において、
　前記半導体ウエハを研削した後に、前記半導体ウエハを研磨することを特徴とする半導
体装置の製造方法。
【請求項４】
　請求項３記載の半導体装置の製造方法において、
　前記半導体ウエハを研磨した後の前記半導体ウエハの厚さは、１００μｍまたは１００
μｍより薄いことを特徴とする半導体装置の製造方法。
【請求項５】
　請求項３記載の半導体装置の製造方法において、
　前記研磨する工程は、研磨パッドを用いて行われることを特徴とする半導体装置の製造
方法。
【請求項６】
　請求項３記載の半導体装置の製造方法において、
　前記研磨する工程は、エッチング法により行われることを特徴とする半導体装置の製造
方法。
【請求項７】
　請求項１記載の半導体装置の製造方法において、
　前記金属パターンは、前記切断領域の幅方向において、中心からずれて配置されている
ことを特徴とする半導体装置の製造方法。
【請求項８】
　請求項１記載の半導体装置の製造方法において、
　前記テープには、枠体が貼り付けられており、
　前記（ｂ）工程では、平面視において前記枠体の内側に前記半導体ウエハが位置するよ
うに、前記半導体ウエハに前記テープを貼り付けることを特徴とする半導体装置の製造方
法。
【請求項９】
　請求項８記載の半導体装置の製造方法において、
　前記半導体ウエハの主面は、前記テープの主面に形成された接着層を介して貼り付けら
れていることを特徴とする半導体装置の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、半導体装置の製造技術に関し、特にステルスダイシング（Stealth Dicing）
技術に適用して有効な技術に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　近年、半導体装置は、携帯電話やデジタルカメラ等のような小型の電子装置に使用され
る他、メモリカードやＩＣ（Integrated circuit）カード等のようなさらに薄型の電子装
置に組み込まれたり、さらには各種商品に添付されて品質管理に利用されたり、紙幣等の
ような有価証券に内蔵されて偽造防止用に使用されたりする等、益々薄型化が進められて
いる。
【０００３】
　このような半導体装置の薄型化に伴い半導体装置の製造時の基板材料として、例えば厚
さ１００μｍ以下の極めて薄い半導体ウエハが使用されるようになってきている。しかし
、このような薄い半導体ウエハを使用する半導体装置の後工程では新たな問題が生じつつ
ある。特に、高速回転するダイシングブレードにより半導体ウエハを切断するブレードダ
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イシング技術では、厚さが１００μｍ以下の極薄の半導体ウエハをダイシングブレードに
より切断すると半導体ウエハの特に裏面側にチッピング等が生じ、薄型の半導体チップの
抗折強度が著しく低下する問題がある。また、上記のチッピングが生じないようにするに
は、低速でダイシングせざるを得ず、スループットが低下する問題もある。
【０００４】
　これに対して、ステルスダイシング技術は、レーザ光を半導体ウエハの内部に照射して
選択的に改質層を形成させながらダイシングラインを形成し、その改質層を半導体ウエハ
の主面に垂直な方向に成長させて半導体ウエハを切断するダイシング技術であり、上記の
ような問題を回避する新しいダイシング技術として注目されている。この技術によれば、
厚さ３０μｍ程度の極めて薄い半導体ウエハでも、物理的にストレスを与えずに直接切断
できるので、チッピングを低減でき、半導体チップの抗折強度を向上でき、半導体装置の
歩留まりや信頼性を向上できる上、半導体ウエハの厚さに関わらず、毎秒３００ｍｍ以上
の高速ダイシングが可能なので、スループットを向上させることもできる。
【０００５】
　上記のようなステルスダイシング技術については、例えば特開２００４－１０７６号公
報に記載があり、ウエハの表面に保護テープを装着し、ウエハの裏面をレーザ光入射面と
して基板の内部に集光点を合わせてレーザ光を照射することにより多光子吸収による溶融
処理領域を形成し、この溶融処理領域によってウエハの切断予定ラインに沿ってウエハの
内部に切断起点領域を形成した後、ウエハの裏面にエキスパンドテープを貼り付けてエキ
スパンドテープを伸張させることにより、ウエハの切断起点領域を起点としてウエハを分
割する技術が開示されている（特許文献１参照）。
【特許文献１】特開２００４－１０７６号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　ところが、上記ステルスダイシング技術においては、以下の課題があることを本発明者
は見出した。
【０００７】
　すなわち、ステルスダイシング技術では、図４１に示すように、半導体ウエハ５０の主
面のダイシング領域に配置されているＴＥＧ（Test Element Group）やアライメントター
ゲット用のアルミニウム等で形成された金属パターン５１をきれいに切断することができ
ず、その金属パターン５１の切断部にひげ状の導体異物５１ａが残され、その導体異物５
１ａがボンディングワイヤや電極等に接触し短絡不良を引き起こし、薄型の半導体装置の
信頼性や歩留まりが低下する問題がある。
【０００８】
　本発明の目的は、薄型の半導体装置の信頼性を向上させることのできる技術を提供する
ことにある。
【０００９】
　本発明の前記ならびにその他の目的と新規な特徴は、本明細書の記述および添付図面か
ら明らかになるであろう。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本願において開示される発明のうち、代表的なものの概要を簡単に説明すれば、次のと
おりである。
【００１１】
　すなわち、本発明は、半導体ウエハの主面の切断領域に配置された金属パターンに溝を
形成した後、ステルスダイシング処理を施す工程を有するものである。
【発明の効果】
【００１２】
　本願において開示される発明のうち、代表的なものによって得られる効果を簡単に説明
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すれば以下のとおりである。
【００１３】
　すなわち、半導体ウエハの主面の切断領域に配置された金属パターンに溝を形成した後
、ステルスダイシング処理を施すことにより、半導体ウエハを分割する際に分割する力が
金属パターンの溝に沿って働き、金属パターンをきれいな形状で切断できるので、ひげ状
の導体異物の発生を低減でき、薄型の半導体装置の信頼性を向上させることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１４】
　以下の実施の形態においては便宜上その必要があるときは、複数のセクションまたは実
施の形態に分割して説明するが、特に明示した場合を除き、それらはお互いに無関係なも
のではなく、一方は他方の一部または全部の変形例、詳細、補足説明等の関係にある。ま
た、以下の実施の形態において、要素の数等（個数、数値、量、範囲等を含む）に言及す
る場合、特に明示した場合および原理的に明らかに特定の数に限定される場合等を除き、
その特定の数に限定されるものではなく、特定の数以上でも以下でも良い。さらに、以下
の実施の形態において、その構成要素（要素ステップ等も含む）は、特に明示した場合お
よび原理的に明らかに必須であると考えられる場合等を除き、必ずしも必須のものではな
いことは言うまでもない。同様に、以下の実施の形態において、構成要素等の形状、位置
関係等に言及するときは、特に明示した場合および原理的に明らかにそうでないと考えら
れる場合等を除き、実質的にその形状等に近似または類似するもの等を含むものとする。
このことは、上記数値および範囲についても同様である。また、本実施の形態を説明する
ための全図において同一機能を有するものは同一の符号を付し、その繰り返しの説明は省
略する。以下、本発明の実施の形態を図面に基づいて詳細に説明する。
【００１５】
　（実施の形態１）
　本実施の形態１の半導体装置の製造方法を図１のフロー図に沿って図２～図３１により
説明する。
【００１６】
　まず、前工程１００では、例えば直径３００ｍｍ程度の平面略円形状の半導体ウエハ（
以下、単にウエハという）を用意し、その主面に複数の半導体チップ（以下、単にチップ
という）を形成する。前工程１００は、ウエハプロセス、拡散工程またはウエハファブリ
ケーションとも呼ばれ、ウエハの主面にチップ（素子や回路）を形成し、プローブ等によ
り電気的試験を行える状態にするまでの工程である。前工程には、成膜工程、不純物導入
（拡散またはイオン注入）工程、フォトリソグラフィ工程、エッチング工程、メタライズ
工程、洗浄工程および各工程間の検査工程等がある。図２は前工程１００後のウエハ１Ｗ
の主面の全体平面図、図３は図２のＸ１－Ｘ１線の断面図をそれぞれ示している。ウエハ
１Ｗの主面には、例えば平面四角形状の複数のチップ１Ｃが、その各々の周囲に切断領域
ＣＲを介して配置されている。ウエハ１Ｗの半導体基板（以下、単に基板という）１Ｓは
、例えばシリコン（Ｓｉ）単結晶からなり、その主面には素子および配線層１Ｌが形成さ
れている。この段階のウエハ１Ｗの厚さ（基板１Ｓの厚さと配線層１Ｌの厚さとの総和）
は、例えば７７５μｍ程度である。符号のＮはノッチを示している。
【００１７】
　図４は図２のウエハ１Ｗの一例の要部拡大平面図、図５は図４の領域Ｒ１の拡大平面図
、図６は図５のＸ２－Ｘ２線の断面図をそれぞれ示している。配線層１Ｌには、層間絶縁
膜１Ｌｉ、配線１Ｌ１，１Ｌ２、ボンディングパッド（外部端子；以下、単にパッドとい
う）１ＬＢ、テスト（ＴＥＧ：Test Element Group）用のパッド１ＬＢｔ、アライメント
ターゲットＡｍおよび保護膜１Ｌｐが形成されている。層間絶縁膜１Ｌｉは、例えば酸化
シリコン（ＳｉＯ2等）のような無機系の絶縁膜により形成されている。配線１Ｌ１，１
Ｌ２、パッド１ＬＢ，１ＬＢｔおよびアライメントターゲットＡｍは、例えばアルミニウ
ム等のような金属膜で形成されている。最上の配線１Ｌ２およびパッド１ＬＢ，１ＬＢｔ
を覆う保護膜１Ｌｐは、例えば酸化シリコンのような無機系の絶縁膜とポリイミド樹脂の
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ような有機系の絶縁膜との積層膜からなる。この保護膜１Ｌｐの有機系の絶縁膜は、ウエ
ハ１Ｗの主面最上面に露出された状態で堆積されている。この保護膜１Ｌｐの一部には、
開口部２が形成されており、そこからパッド１ＬＢ，１ＬＢｔの一部が露出されている。
パッド１ＬＢは、チップ１Ｃの外周に沿って並んで配置され、配線１Ｌ１を通じてチップ
１Ｃの集積回路素子と電気的に接続されている。
【００１８】
　テスト用のパッド１ＬＢｔおよびアライメントターゲットＡｍは、チップ１Ｃの切断領
域ＣＲに配置されている。テスト用のパッド１ＬＢｔは、例えば平面矩形状に形成され、
配線１Ｌ１を通じてＴＥＧ用の素子と電気的に接続されている。アライメントターゲット
Ａｍは、例えば露光装置等のような製造装置とウエハ１Ｗのチップ１Ｃとの位置合わせの
際に用いられるパターンで、例えば平面十字状に形成されている。アライメントターゲッ
トＡｍは、十字状の他に、Ｌ字状やドット状に形成される場合もある。本実施の形態１で
は、この切断領域ＣＲに配置されているテスト用のパッド１ＬＢｔおよびアライメントタ
ーゲットＡｍの上面に分割用の溝Ｓが形成されている。この分割用の溝Ｓは、後述のステ
ルスダイシング処理によりウエハ１Ｗを個々のチップ１Ｃに分割する時に、切断領域ＣＲ
に位置するパッド１ＬＢｔやアライメントターゲットＡｍも破線で示す切断線ＣＬに沿っ
てきれいに分割されるように分割を誘導する部分あるいは分割の起点となる部分であり、
平面で見ると切断線ＣＬ上に直線状（連続的）に延び、断面で見るとパッド１ＬＢｔやア
ライメントターゲットＡｍの厚さ方向の途中の深さ位置まで延びるように形成されている
。本実施の形態１では、溝Ｓの断面形状はＶ字形状となっているが、これに限定されるも
のでなく種々変更可能であり、例えばＵ字形状や凹部となっていても良い。溝Ｓは、例え
ばフォトレジストパターンをエッチングマスクとしたエッチング（ウエットまたはドライ
エッチング）処理により形成されている。ただし、溝Ｓの形成方法は、これに限定される
ものではなく種々変更可能であり、例えば加工ツールをパッド１ＬＢｔやアライメントタ
ーゲットＡｍの上面に押し当てる等して機械的に形成しても良いし、レーザビームや集束
イオンビーム等のようなエネルギービームを切断線ＣＬ上に沿って照射することで形成し
ても良い。これらの方法の場合、フォトレジストパターンを形成しないので、製造工程を
簡略化できる。また、溝Ｓは、図７に示すように、切断線ＣＬ上に沿ってミシン目（破線
）状に形成しても良い。これにより、後述のテスト工程１０１時に、テスト用のパッド１
ＬＢｔとこれに当てるプローブとの接触状態を良好にできるので、テストの信頼性を向上
できる。なお、図７のＸ２－Ｘ２線の断面図は図６と同じである。
【００１９】
　次に、図１のテスト工程１０１では、ウエハ１Ｗの各チップ１Ｃのパッド１ＬＢおよび
切断領域ＣＲのテスト用のパッド１ＬＢｔにプローブを当てて各種の電気的特性検査を行
う。このテスト工程は、Ｇ／Ｗ（Good chip/Wafer）チェック工程とも呼ばれ、主として
ウエハ１Ｗに形成された各チップ１Ｃの良否を電気的に判定する試験工程である。上記溝
Ｓは、このテスト工程の後に形成しても良い。これにより、テスト用のパッド１ＬＢｔと
プローブとの接触状態を良好にできるので、テストの信頼性を向上できる。
【００２０】
　続く図１の後工程１０２は、上記テスト工程１０１後の工程であって、チップ１Ｃを封
止体（パッケージ）に収納し完成するまでの工程であり、裏面加工工程１０２Ａ、チップ
分割工程１０２Ｂおよび組立工程１０２Ｃを有している。
【００２１】
　まず、裏面加工工程１０２Ａでは、ウエハ１Ｗの主面（チップ形成面）にテープを貼り
付ける（工程１０２Ａ１）。図８はウエハ１Ｗが貼り付けられた治具３の全体平面図、図
９は図８のＸ４－Ｘ４線の断面図、図１０は図８の他の例のＸ４－Ｘ４線の断面図をそれ
ぞれ示している。なお、図８ではウエハ１Ｗの主面のチップ１Ｃを破線で示した。
【００２２】
　治具３は、テープ３ａとリング（枠体）３ｂとを有している。テープ３ａのテープベー
ス３ａ１は、例えば柔軟性を持つプラスチック材料からなり、その主面には接着層３ａ２
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が形成されている。テープ３ａは、その接着層３ａ２によりウエハ１Ｗの主面にしっかり
と貼り付けられている。テープ３ａの厚さ（テープベース３ａ１の厚さと接着層３ａ２の
厚さとの総和）は、あまり厚いとその後の工程でのハンドリングやテープ３ａの剥離が難
しくなるので、例えば１３０～２１０μｍ程度の薄いものが使用されている。このテープ
３ａとして、例えばＵＶテープを使用することも好ましい。ＵＶテープは、接着層３ａ２
の材料として紫外線（ＵＶ）硬化性樹脂が使用された粘着テープであり、強力な粘着力を
持ちつつ、紫外線を照射すると接着層３ａ２の粘着力が急激に弱くなる性質を有している
。
【００２３】
　本実施の形態１では、このテープ３ａの外周に剛性を持つリング３ｂが貼り付けられて
いる。リング３ｂは、テープ３ａが撓まないように支える機能を有する補強部材である。
この補強の観点からリング３ｂは、例えばステンレス等のような金属により形成すること
が好ましいが、金属と同程度の硬度を持つように厚さを設定したプラスチック材料により
形成しても良い。リング３ｂの外周には、切り欠き部３ｂ１，３ｂ２が形成されている。
この切り欠き部３ｂ１，３ｂ２は、治具３のハンドリング時や治具３と治具３を載置する
製造装置との位置合わせ時に使用する他、製造装置に治具３を固定する際の引っかかり部
として使用される。本実施の形態１においては、後述のようにダイシング時にも治具３を
使用するので、治具３の各部（切り欠き部３ｂ１，３ｂ２も含む）の寸法や形状が裏面加
工とダイシングとで共用可能なように設定されている。図９ではリング３ｂがテープ３ａ
の主面（ウエハ貼付面）に貼り付けられている場合を示し、図１０ではリング３ｂがテー
プ３ａの裏面（ウエハ貼付面とは反対側の面）に貼り付けられている場合を示している。
リング３ｂは、テープ３ａにウエハ１Ｗを貼り付ける前に貼り付けても良いし、テープ３
ａにウエハ１Ｗを貼り付けた後に貼り付けても良い。
【００２４】
　続いて、テープ３ａにリング３ｂを貼り付けてサポート強度を向上させた状態で、ウエ
ハ１Ｗの厚さを測定する（工程１０２Ａ２）。図１１はウエハ１Ｗの厚さ測定の一例の様
子を示す断面図、図１２は図１１のウエハ１Ｗの厚さ測定時の要部拡大平面図をそれぞれ
示している。ここでは、ウエハ１Ｗを保持した治具３を、裏面加工装置の吸着ステージ４
上に載せ真空吸着により固定した状態で、例えばレーザ変位計５ａを用いてウエハ１Ｗの
裏面の高さＨ１と、テープ３ａの主面の高さＨ２とを測定する。これにより、ウエハ１Ｗ
の実際の厚さと、テープ３ａの厚さのばらつき（±７～８μｍ程度）とを測定でき、正確
な研削量および研磨量を決めることができる。
【００２５】
　その後、図１３に示すように、研削研磨工具６および吸着ステージ４を回転させて、上
記研削量および研磨量に基づいてウエハ１Ｗの裏面に対して研削処理および研磨処理を順
に施す（工程１０２Ａ３，１０２Ａ４）。これにより、図１４に示すように、ウエハ１Ｗ
の厚さを、例えば１００μｍ以下（ここでは、例えば９０μｍ程度）の極めて薄い厚さ（
極薄）にする。この時の研磨処理は、チップの厚さが薄くなり１００μｍ以下になってく
ると上記研削処理によりウエハ１Ｗの裏面に生じた損傷やストレスが原因でチップの抗折
強度が低下しチップを実装する時の圧力でチップが割れてしまう不具合が生じ易くなって
くるので、そのような不具合が生じないようにウエハ１Ｗの裏面の損傷やストレスを無く
す上で重要な処理となっている。研磨処理としては、研磨パッドとシリカとを用いて研磨
する方法や化学機械研磨（Chemical Mechanical Polishing：ＣＭＰ）法の他、例えば硝
酸とフッ酸とを用いたエッチング法を用いても良い。
【００２６】
　以上のような裏面加工工程後、吸着ステージ４の真空吸引状態を解除し、極薄のウエハ
１Ｗを保持した治具３を裏面加工装置から取り出す。この時、本実施の形態１では、ウエ
ハ１Ｗが極薄とされていてもリング３ｂによりテープ３ａをしっかりと支えることができ
るので、極薄のウエハ１Ｗのハンドリングや搬送を容易にすることができる。また、その
ハンドリングや搬送時にウエハ１Ｗが割れたり反ったりすることを防止することができる
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。したがって、ウエハ１Ｗの品質を確保することができるようになっている。このため、
本実施の形態１では、この裏面加工後の段階で極薄のウエハ１Ｗを治具３に保持させたま
まの状態で他の製造工場（例えばアセンブリファブ）に搬送出荷し、裏面加工後のダイシ
ングおよび組立を依頼しても良い。
【００２７】
　次に、チップ分割工程１０２Ｂに移行する。ここでは、まず、極薄のウエハ１Ｗを保持
した治具３をそのままダイシング装置に搬送し、図１５に示すように、ダイシング装置の
吸着ステージ７に載置する。すなわち、通常は、裏面加工時にウエハ１Ｗの主面に貼り付
けたテープを剥がして、ウエハ１Ｗの裏面にダイシングテープを貼り付ける（ウエハマウ
ント）工程が必要とされているが、本実施の形態１では、そのウエハマウント工程を削減
できるので、半導体装置の製造工程を簡素化することができる。したがって、半導体装置
の製造時間を短縮できる。また、ダイシングテープを不要とすることができるので、材料
費を低減でき、半導体装置のコストを低減できる。
【００２８】
　続いて、本実施の形態１ではウエハ１Ｗの主面にテープ３ａが貼り付いた状態でダイシ
ングするため、治具３を真空吸引した状態でウエハ１Ｗの裏面から赤外線カメラ（以下、
ＩＲカメラ）５ｂによりウエハ１Ｗの主面のパターン（チップ１Ｃや切断領域ＣＲのパタ
ーンの他、切断領域ＣＲに配置されているパッド１ＬＢｔやアライメントターゲットＡｍ
等のような金属パターンやチップ１Ｃ内に配置されているパッド１ＬＢ等のような金属パ
ターン）を認識する（工程１０２Ｂ１）。この時、本実施の形態１では、ウエハ１Ｗが極
めて薄いのでウエハ１Ｗの主面のパターンの様子を充分に観測できる。その後、ＩＲカメ
ラ５ｂで得られたパターン情報に基づいて切断線ＣＬの位置合わせ（位置補正）を実施し
、以下のようにステルスダイシング処理を行う。
【００２９】
　まず、図１６に示すように、レーザ発生部９から放射されたレーザ光（エネルギービー
ム）ＬＢを上記パターン情報に基づいて位置合わせされた切断線ＣＬに沿って相対的に移
動させる。この時、レーザ光ＬＢをウエハ１Ｗの裏面からウエハ１Ｗの内部に集光点を合
わせた状態で照射することにより、図１７に示すように、ウエハ１Ｗの内部に多光子吸収
による改質層（光学的損傷部）ＰＬを形成し、この改質層ＰＬにより切断線ＣＬに沿って
切断起点領域を形成する。この場合、ウエハ１Ｗの裏面は、レーザ光ＬＢが入射されるレ
ーザ光入射面となっているので、レーザ光ＬＢの散乱を低減または防止するために平坦か
つ滑面であることが好ましい。上記改質層ＰＬは、ウエハ１Ｗの内部が多光子吸収によっ
て加熱され溶融されたことで形成されている。この溶融処理領域は、一旦溶融した後に再
固化した領域や、まさに溶融状態の領域や、溶融状態から再固化する状態の領域であり、
相変化した領域や結晶構造が変化した領域ということもできる。また、溶融処理領域とは
単結晶構造、非晶質構造、多結晶構造において、ある構造が別の構造に変化した領域とい
うこともできる。例えば単結晶構造から非晶質構造に変化した領域、単結晶構造から多結
晶構造に変化した領域、単結晶構造から非晶質構造および多結晶構造を含む構造に変化し
た領域を意味する。ここでは、改質層ＰＬは、例えば非晶質シリコンとされている。また
、ここでは、レーザ光ＬＢをウエハ１Ｗの裏面を透過させてウエハ１Ｗの内部に多光子吸
収を発生させて改質層ＰＬを形成しており、ウエハ１Ｗの裏面ではレーザ光ＬＢがほとん
ど吸収されていないので、ウエハ１Ｗの裏面が溶融することはない。特に限定されるもの
ではないが、レーザ光ＬＢの照射条件は、例えば以下の通りである。すなわち、光源は、
例えば波長が１０６４ｎｍのＹＡＧレーザ、照射速度は３００ｍｍ／ｓとし、０．７μｍ
間隔で照射した。なお、上記集光点とはレーザ光ＬＢが集光した箇所である。また、切断
線ＣＬは切断領域ＣＲの幅方向（短方向）のほぼ中心を通るように配置される。
【００３０】
　続いて、図１８に示すように、治具３を載置台１０に載せた状態で、リング３ｂを矢印
Ａに示す方向に押し下げテープ３ａを矢印Ｂに示すように引き伸ばす。すると、テープ３
ａの伸びる力により、図１９のウエハ１Ｗの要部拡大断面図に示すように、改質層ＰＬを
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起点としてウエハ１Ｗの厚さ方向に沿って割れＣが生じ、さらには図２０および図２１に
示すように、改質層を形成しない状態で切断するために要する力よりもウエハ１Ｗが非常
に小さな力で切断され、個々のチップ１Ｃに分割される。この時、本実施の形態１によれ
ば、ウエハ１Ｗを分割する時の力が、切断領域ＣＲに配置されたテスト用のパッド１ＬＢ
ｔやアライメントターゲットＡｍの分割用の溝Ｓに沿って働き、図２２に示すように、パ
ッド１ＬＢｔやアライメントターゲットＡｍをきれいな形状で切断できるので、ひげ状の
導体異物の発生を低減できる。このため、薄型の半導体装置の信頼性を向上させることが
できる。また、ダイシングブレードによりウエハ１Ｗを切断するブレードダイシング方式
の場合、ウエハ１Ｗが薄くなってくると切断時にチッピングが生じ易くなりチップの抗折
強度が低下するので、チップ１Ｃの品質を確保する観点から低速（例えば毎秒６０ｍｍ程
度またはウエハ１Ｗの厚さに応じてそれ以下）で処理せざるを得なくなってくる。これに
対して、ステルスダイシング方式の場合、ウエハ１Ｗの表面に損傷を与えず内部のみを割
断するため、チップ１Ｃの表面に存在するチッピングを極少に抑えることができる。この
ため、チップ１Ｃの抗折強度を向上させることができる。また、例えば毎秒３００ｍｍと
いう高速な切断処理ができるので、スループットを向上させることができる。また、上記
のようにウエハ１Ｗの主面の切断領域ＣＲには、レーザ光が透過することができないテス
ト用のパッド１ＬＢｔが存在するので、ウエハ１Ｗの主面側からレーザ光を照射するとテ
スト用のパッド１ＬＢｔが邪魔になりその部分の加工（改質層の形成）が上手くできない
場合がある。これに対して、本実施の形態１では、テスト用のパッド１ＬＢｔ等のような
メタルの存在しないウエハ１Ｗの裏面側からレーザ光を照射するので、上記のような不具
合を生じることなく良好に改質層を形成でき、ウエハ１Ｗを良好に切断することができる
。
【００３１】
　ここで、本実施の形態１では、上記のようなダイシング後の段階で極薄の複数のチップ
１Ｃを治具３に保持させたままの状態で他の製造工場（例えばアセンブリファブ）に搬送
出荷し、ダイシング工程後の組立を依頼しても良い。
【００３２】
　次に、組立工程１０２Ｃに移行する。ここでは、複数のチップ１Ｃを保持した治具３を
ピックアップ装置に搬送する。図２３はピックアップ装置に載置された治具３の要部拡大
断面図を示している。テープ３ａの裏面側には押上ピン１１が上下動可能な状態で設置さ
れている。また、チップ１Ｃの裏面上方には、コレット１２が上下左右に移動可能な状態
で設置されている。コレット１２として平コレットを用いたが角錐コレットを用いても良
い。このピックアップ工程では、図２４に示すように、テープ３ａの裏面を真空吸引した
状態で、押上ピン１１によりテープ３ａの裏面からチップ１Ｃを押し上げる。この時、テ
ープ３ａとして上記ＵＶテープを使用した場合にはテープ３ａの接着層３ａ２に紫外線を
照射することにより接着層３ａ２を硬化させ接着力を弱める。この状態でチップ１Ｃをコ
レット１２により真空吸引することにより、図２５に示すように、チップ１Ｃをピックア
ップする（工程１０２Ｃ１）。
【００３３】
　しかし、チップ１Ｃが薄くなるとＵＶテープを使用したとしても押上ピン１１の押圧力
によりチップ１Ｃの割れやピックアップミスを引き起こす場合がある。そのような場合に
は、次のようにしても良い。図２６はピックアップ装置に載置された治具３の要部拡大断
面図を示している。ここではテープ３ａの裏面側に多突起吸着駒１３が設置されている。
この場合、図２７に示すように、多突起吸着駒１３の吸引孔を通じてテープ３ａをその裏
面側から真空吸引することにより、チップ１Ｃの主面とテープ３ａの主面との接触状態を
面接触から点接触に変える。これにより、チップ１Ｃとテープ３ａとの接触面積を低減で
きる。この状態で、図２８に示すように、チップ１Ｃをコレット１２によりピックアップ
する（工程１０２Ｃ１）。これにより、極薄のチップ１Ｃでも割れ等を生じさせることな
くピックアップすることができる。この場合は、テープ３ａとしてＵＶテープを使用しな
いでもチップ１Ｃのピックアップを容易にできるが、ＵＶテープを使用し、ピックアップ
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時にテープ３ａの接着層３ａ２に紫外線を照射し接着性を低下させることでさらにチップ
１Ｃのピックアップを容易にすることができる。
【００３４】
　続いて、上記のようにしてピックアップしたチップ１Ｃを既存の反転ユニットによりチ
ップ１Ｃの主面が上を向くように反転させた後、図２９に示すように、コレット１２によ
り、例えばプリント配線基板１５のチップ実装領域まで移送する。プリント配線基板１５
のチップ実装領域には、例えば銀（Ａｇ）ペースト等のような接着材１６がマトリクス状
に点在した状態で塗布されている。プリント配線基板１５に代えてリードフレームのダイ
パッド（チップ搭載部）上にチップ１Ｃを実装する場合もある。また、ピックアップした
チップ１Ｃを搬送トレイに収容して他の製造工場（例えばアセンブリファブ）に搬送出荷
し、この工程後の組立を依頼しても良い（工程１０３Ａ）。続いて、図３０に示すように
、チップ１Ｃの裏面をプリント配線基板１５のチップ実装領域に向けた状態でチップ１Ｃ
をチップ実装領域に載せ、適切な方向にスクラブし、かつ、チップ１Ｃを適度に押し付け
て接着材１６をチップ１Ｃの裏面全体に広げる。その後、接着材１６を硬化させてチップ
１Ｃをプリント配線基板１５上に固着する（工程１０２Ｃ２）。その後、図３１に示すよ
うに、チップ１Ｃの主面のパッド１ＬＢとプリント配線基板１５の電極とをボンディング
ワイヤ（以下、単にワイヤという）１７により接続する（工程１０２Ｃ３）。その後、ト
ランスファモールド法を用いてエポキシ樹脂等のようなプラスチック材料からなる封止体
によりチップ１Ｃを封止する（工程１０２Ｃ４）。チップ１Ｃがバンプ電極を持つ場合は
、上記ピックアップ工程１０２Ｃ１においてチップ１Ｃをその主面が下を向いた状態でプ
リント配線基板１５のチップ実装領域に移送し、チップ１Ｃのバンプ電極とチップ実装領
域の電極とをペースト材を用いて仮固定した後、リフロ処理することでチップ１Ｃのバン
プ電極とプリント配線基板１５の電極とを固着する（フリップチップボンディング）。そ
の後、チップ１Ｃとプリント配線基板１５との対向面間にアンダーフィルを充填した後、
チップ１Ｃを上記と同様に封止する（工程１０４Ｃ４）。
【００３５】
　図３２は、本実施の形態１の半導体装置の製造方法により製造された半導体装置２０の
断面図の一例を示している。この半導体装置２０は、１つのパッケージ内に所望の機能の
システムが構築されたＳＩＰ（System In Package）構成とされている。この半導体装置
２０を構成するプリント配線基板１５の裏面には、複数のバンプ電極２１がマトリックス
状に配置されている。また、プリント配線基板１５の主面上には、複数の薄型のチップ１
Ｃ１～１Ｃ３（１Ｃ）が積層されている。最下層のチップ１Ｃ１は、その主面のバンプ電
極ＢＭＰを介してプリント配線基板１５の主面上に実装されている。このチップ１Ｃの主
面には、例えばＣＰＵ（Central Processing Unit）やＤＳＰ（Digital Signal Processo
r）等のような論理回路が形成されている。このチップ１Ｃの裏面上には、ダイアタッチ
フィルム２２を介してチップ１Ｃ２が実装されている。チップ１Ｃ２の主面には、例えば
ＳＲＡＭ（Static Random Access Memory）やフラッシュメモリ等のようなメモリ回路が
形成されている。このチップ１Ｃ２の主面のパッド１ＬＢは、ワイヤ１７を介してプリン
ト配線基板１５の主面の電極と電気的に接続されている。このチップ１Ｃ２の主面上には
、スペーサ２３およびダイアタッチフィルム２２を介してチップ１Ｃ３が実装されている
。このチップ１Ｃ３には、例えばＳＲＡＭやフラッシュメモリ等のようなメモリ回路が形
成されており、チップ１Ｃ３の主面のパッド１ＬＢは、ワイヤ１７を介してプリント配線
基板１５の主面の電極と電気的に接続されている。このようなチップ１Ｃ１～１Ｃ３およ
びワイヤ１７は、例えばエポキシ樹脂からなる封止体２４により封止されている。上記し
た本実施の形態１の半導体装置の製造方法によれば、図３２のようなチップ１Ｃ１～１Ｃ
３の多段積層ができ、ＳＩＰ構成を有する半導体装置２０の薄型化を実現することができ
る。また、ＳＩＰ構成を有する半導体装置２０の信頼性を向上させることができる。
【００３６】
　（実施の形態２）
　図３３は本実施の形態２の半導体装置の製造工程中のウエハ１Ｗの切断領域ＣＲの拡大
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平面図を示している。本実施の形態２では、パッド１ＬＢｔおよび前記アライメントター
ゲットＡｍ（以下、パッド１ＬＢｔ等という）の中心線がステルスダイシング時のレーザ
光ＬＢが照射される切断線ＣＬからずれて配置されている。図３３では、パッド１ＢＬｔ
が切断線ＣＬを跨がずに切断線ＣＬの上下に互いに斜め方向の位置になるように配置され
ている。なお、パッド１ＬＢｔと電気的に接続されるＴＥＧ用の素子や配線１Ｌ1も切断
線ＣＬを跨がないように上下に分離されて配置されている。
【００３７】
　このようなパッド１ＬＢｔ等の配置によれば、パッド１ＬＢｔ等は、ウエハ１Ｗの切断
時に既に分割されており切断されることがないので、ひげ状の導体異物の発生を防止でき
る。このため、薄型の半導体装置の信頼性をさらに向上させることができる。また、パッ
ド１ＬＢｔ等をステルスダイシング時のレーザ光ＬＢが当たらないように離れて配置する
ことにより、レーザ光ＬＢをウエハ１Ｗの主面から照射することもできる。
【００３８】
　図３４および図３５は、本実施の形態２の変形例を示している。図３４では、パッド１
ＬＢｔが切断線ＣＬを中心に上下対称に配置されている。また、図３３および図３４では
、切断線ＣＬが切断領域ＣＲの幅方向のほぼ中心を通過するのに対して、図３５では、切
断線ＣＬが切断領域ＣＲの幅方向中心からずれて配置されている。この場合、図３３およ
び図３４の場合と切断領域ＣＲの幅の寸法は同じでも、図５、図７、図３３および図３４
の場合よりもパッド１ＬＢｔの面積を大きくできるので、上記テスト工程１０１において
パッド１ＬＢｔにプローブを当て易くすることができる。
【００３９】
　（実施の形態３）
　本実施の形態３では、チップ１Ｃの裏面にダイアタッチフィルム２２を設ける場合につ
いて説明する。
【００４０】
　まず、前工程１００からステルスダイシングのレーザ光ＬＢの照射工程１０２Ｂ２まで
は前記実施の形態１と同じである。続いて、図３６に示すように、ウエハ１Ｗの裏面にダ
イアタッチフィルム２２を貼り付ける。ダイアタッチフィルム２２は、引き伸ばすことで
切断できるくらいの柔らかい材料であり、例えばポリイミドである。その後、前記実施の
形態１と同様に図３７に示すように、治具３を載置台１０に載せた状態で、リング３ｂを
矢印Ａに示す方向に押し下げテープ３ａを矢印Ｂに示すように引き伸ばしテープ３ａの伸
びる力により、ウエハ１Ｗを改質層を形成しない状態で切断するために要する力よりも小
さな力で切断し、個々のチップ１Ｃに分割する。この時に、ダイアタッチフィルム２２も
一緒に切断される。このようにして、裏面にダイアタッチフィルム２２を設けたチップ１
Ｃを用意することができる。
【００４１】
　（実施の形態４）
　本実施の形態４では、一般的な後工程への適用例を図３８の半導体装置の製造装置のフ
ロー図に沿って説明する。
【００４２】
　まず、前記実施の形態１と同様に、前工程２００から裏面研磨工程２０２Ａ４を行う。
本実施の形態４では、裏面研磨工程２０２Ａ４後のウエハ１Ｗの厚さは、前記実施の形態
１の場合よりも厚く、例えば２２０～２８０μｍ程度とされている。また、裏面研削およ
び裏面研磨に際してウエハ１Ｗの主面に貼り付ける保護テープについては、リングを設け
ていない一般的なものを用いている。続いて、前記実施の形態１と同様に、ウエハ１Ｗの
主面のパターン（切断領域）を認識し（工程２０２Ｂ１）、レーザ光ＬＢをウエハ１Ｗの
裏面から照射し、ウエハ１Ｗの内部に改質層ＰＬを形成した後（工程２０２Ｂ２）、図３
９に示すようにウエハ１Ｗをダイシング用の治具２７に収めた後（工程２０２Ｂ４）、ウ
エハ１Ｗの主面に貼り付けた保護テープを剥離する。治具２７は、テープ２７ａとその主
面の外周に貼り付けられた剛性を持つリング２７ｂとを有している。テープ２７ａは、テ
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ープベース２７ａ１と、その主面の接着層２７ａ２とを有している。テープ２７ａの主面
には、接着層２７ａ２によりウエハ１Ｗの裏面が貼り付けられている。すなわち、ウエハ
１Ｗはその主面を上に向けた状態でテープ２７ａに貼り付けられている。その後、前記実
施の形態１と同様に図４０に示すように、治具２７を載置台１０に載せた状態で、リング
２７ｂを矢印Ａに示す方向に押し下げテープ２７ａを矢印Ｂに示すように引き伸ばしテー
プ２７ａの伸びる力により、ウエハ１Ｗを比較的小さな力で切断し、個々のチップ１Ｃに
分割する。本実施の形態４においても、ウエハ１Ｗの切断領域ＣＲに配置されているパッ
ド１ＬＢｔ等に図５に示したように溝Ｓが設けられているため、パッド１ＬＢｔ等をきれ
いな形状で切断できるので、ひげ状の導体異物の発生を低減できる。これ以降は、前記実
施の形態１と同じなので説明を省略する。なお、ダイアタッチフィルム２２を持つ製品を
製造する場合には、工程２０２Ｂ４において、予めテープ２７ａの主面（ウエハ１Ｗの裏
面の対向面）にダイアタッチフィルム２２が貼り付けられたものを使用し、ウエハ１Ｗの
裏面をダイアタッチフィルム２２を介してテープ２７ａに貼り付けるようにすると良い。
この場合のダイアタッチフィルム２２の切断は、前記実施の形態３と同じである。
【００４３】
　以上、本発明者によってなされた発明を実施の形態に基づき具体的に説明したが、本発
明は前記実施の形態に限定されるものではなく、その要旨を逸脱しない範囲で種々変更可
能であることはいうまでもない。
【００４４】
　例えばＴＥＧやアライメント用の金属パターン（パッド１ＬＢｔやアライメントターゲ
ットＡｍ）をチップの領域内の空き領域（例えば角部や外周近傍）に設け、その金属パタ
ーンを切断領域に設けないようにしても良い。これにより、前記実施の形態１等と同様の
効果を得ることができる。
【００４５】
　以上の説明では主として本発明者によってなされた発明をその背景となった利用分野で
ある半導体装置の製造方法に適用した場合について説明したが、それに限定されるもので
はなく種々適用可能であり、例えばマイクロマシンの製造方法にも適用できる。
【産業上の利用可能性】
【００４６】
　本発明は、半導体装置の製造業に適用できる。
【図面の簡単な説明】
【００４７】
【図１】本発明の一実施の形態である半導体装置の製造工程のフロー図である。
【図２】図１の前工程後の半導体ウエハの主面の全体平面図である。
【図３】図２のＸ１－Ｘ１線の断面図である。
【図４】図２の半導体ウエハの一例の要部拡大平面図である。
【図５】図４の領域Ｒ１の拡大平面図である。
【図６】図５のＸ２－Ｘ２線の断面図である。
【図７】図４の領域Ｒ１の他の例の拡大平面図である。
【図８】半導体ウエハが貼り付けられた治具の全体平面図である。
【図９】図８のＸ４－Ｘ４線の断面図である。
【図１０】図８の他の例のＸ４－Ｘ４線の断面図である。
【図１１】半導体ウエハの厚さ測定の一例の様子を示す断面図である。
【図１２】図１１の半導体ウエハの厚さ測定時の要部拡大平面図である。
【図１３】半導体ウエハの裏面加工工程の説明図である。
【図１４】半導体ウエハの裏面加工工程の説明図である。
【図１５】半導体ウエハの主面のパターン認識工程の説明図である。
【図１６】半導体ウエハの裏面からレーザを照射する工程の説明図である。
【図１７】図１６の工程時の半導体ウエハの要部拡大断面図である。
【図１８】図１７に続く半導体ウエハのダイシング工程の説明図である。
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【図１９】図１８の半導体ウエハの要部拡大断面図である。
【図２０】図１８に続く半導体ウエハのダイシング工程の説明図である。
【図２１】図２０の半導体ウエハの要部拡大断面図である。
【図２２】図２０の半導体ウエハの主面側から見たときの切断領域の要部拡大平面図であ
る。
【図２３】半導体チップのピックアップ工程の説明図である。
【図２４】図２３に続く半導体チップのピックアップ工程の説明図である。
【図２５】図２４に続く半導体チップのピックアップ工程の説明図である。
【図２６】半導体チップのピックアップ工程の他の例の説明図である。
【図２７】図２６に続く半導体チップのピックアップ工程の説明図である。
【図２８】図２７に続く半導体チップのピックアップ工程の説明図である。
【図２９】半導体チップのダイボンディング工程の説明図である。
【図３０】図２９に続く半導体チップのダイボンディング工程の説明図である。
【図３１】図３０のダイボンディング工程に続くワイヤボンディング工程の説明図である
。
【図３２】本発明の一実施の形態である半導体装置の製造方法で製造された半導体装置の
一例の断面図である。
【図３３】本発明の他の実施の形態である半導体装置の製造工程中の半導体ウエハの要部
拡大平面図である。
【図３４】図３３とは異なる本発明の他の実施の形態である半導体装置の製造工程中の半
導体ウエハの要部拡大平面図である。
【図３５】図３３および図３４とは異なる本発明の他の実施の形態である半導体装置の製
造工程中の半導体ウエハの要部拡大平面図である。
【図３６】本発明の他の実施の形態である半導体装置の製造工程のダイシング工程の説明
図である。
【図３７】図３６に続くダイシング工程の説明図である。
【図３８】本発明のさらに他の実施の形態である半導体装置の製造工程のフロー図である
。
【図３９】図３８のマウント工程の説明図である。
【図４０】図３８の分割工程の説明図である。
【図４１】発明者が見出した問題点を説明するための半導体ウエハの主面の切断領域の部
分平面図である。
【符号の説明】
【００４８】
１Ｗ　半導体ウエハ
１Ｃ　半導体チップ
１Ｓ　半導体基板
１Ｌ　配線層
１Ｌｉ　層間絶縁膜
１Ｌ１，１Ｌ２　配線
１ＬＢ　ボンディングパッド
１ＬＢｔ　テスト用のボンディングパッド（金属パターン）
１Ｌｐ　保護膜
　２　開口部
　３　治具
３ａ　テープ
３ａ１　テープベース
３ａ２　接着層
３ｂ　リング（枠体）
３ｂ１，３ｂ２　切り欠き部
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　４　吸着ステージ
５ａ　レーザ変位計
５ｂ　赤外線カメラ
　６　研削研磨工具
　７　吸着ステージ
　９　レーザ発生部
１０　載置台
１１　押上ピン
１２　コレット
１３　多突起吸着駒
１５　プリント配線基板
１６　接着材
１７　ボンディングワイヤ
２０　半導体装置
２１　バンプ電極
２２　ダイアタッチフィルム
２３　スペーサ
２４　封止体
２７　治具
２７ａ　テープ
２７ａ１　テープベース
２７ａ２　接着層
２７ｂ　リング
　Ｎ　ノッチ
Ａｍ　アライメントターゲット（金属パターン）
　Ｓ　溝
ＬＢ　レーザ光（エネルギービーム）
ＰＬ　改質層
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